
令和 8年度 部活動運営方針 
 
（１）目 標 

  生徒一人一人が、個々の趣味・特技を生かし、共通の興味・関心に基づいて楽しく活動することにより、豊かな情操を

養い、心身共に調和のとれた人間の育成に努める。 

 

（２）重 点 

  学校教育の一環としての活動であることを認識し、全校生徒が部活動に所属し各部で必要な技術の向上と豊かな人間 

性を育むことをめざす活動を行う。 

 

（３）開設する部活動について 

  運動系部活動 

   ① 野 球  ②  陸上競技 ③ 女子バレーボール ④ 男子バスケットボール ⑤ 女子バスケットボール  

⑥ 男女卓球 ⑦  剣 道   

  文化系部活動 

   ① 吹奏楽  

 

（４）部活動運営基本方針 

  ① 任意加入制を基本とし、（１）学校部活動のみに所属（２）クラブのみに所属（３）学校部活動とクラブ両方に所属 

（４）所属しない から選択する。 

 

  ② ４月中に区分を確定し、部活動入部・参加区分届を毎年提出する。届けた区分での活動パターンを１年間の基本活

動とし、年度途中での急な区分変更は原則認めない。ただし、入部した部での活動に適応しきれないという本人の

申し出または現状が認められた場合、本人・保護者・学級担任・顧問で十分に話し合い、その現状を校長が認めた

ときについては転部を認める。 

      ※ それぞれが納得しなければ成立しないこと。理由が納得のいくものでなければ基本的には認めない。 

 

  ③ 入部について 

   ア 部の存続に伴う人数調整を考慮する必要性もあるが、自らの意志を尊重し希望した部に入部させる。 

   イ 部活動オリエンテーション開催後の部活動練習開始から見学期間とし、様々な部活動を見学し自分にあった部活

動を選択できるようにする。 

      ウ 今年度は、部活動入部・参加区分届を４月１０日に配布し、４月２３日を締切日とする。４月２４日に部活動集

会を開催し、集会を経て全員の正式入部を完了とする。提出した届けは、顧問が保存する。 

 

  ④ ３年生が引退し、新人チームが成り立たない場合の対応については、生徒及び保護者の意向を尊重する。また、合

同チームを検討しながら活動を継続することや、大会に参加せずに活動を継続するなどで対応することとする。 

  
（５）活動場所 

    野球部           葉山中多目的グラウンド・校舎内ピロティー（雨天時） 

    陸上競技部         葉山中グラウンド・体育館渡り廊下（雨天時） 

    女子バレーボール部     葉山中体育館アリーナ 

    男女バスケットボール部   葉山中体育館アリーナ 

    男女卓球部         葉山中体育館ギャラリー 

    剣道部           葉山中講堂 

    吹奏楽部          音楽室 

 

 

 

 

 

 

 

 



（６） 活動日と時間 

 

 

 

（７）その他 

   ① 各自の荷物は活動場所に置き、活動終了後はホームベースに戻らず活動場所からそのまま下校する。 

   ② 外部コーチ導入については、十分検討協議して実施する。 

   ③ スポーツ少年団の活動は、生徒の過重負担にならないように配慮をお願いする。 

   ④ 練習試合などにより葉山中以外の場所で活動を行う場合は、公的交通機関を利用するか、保護者自家用車で移動す 

る。自家用車で移動する際は、他の生徒は同乗させないようにする。 

通常の活動時間 長期休業中

○平日は火・水・金曜日を活動日とする。活動時間は下記の

　の通り。月曜日と木曜日は活動を行わない。

火　15：00～16：30

水　15：20～16：30

金　15：15～16：30

○火・水・金曜日は活動日とする。

○土日については、大会等を除き原則休養日とする。

○祝日については、原則休養日とする。

活

動

時

間

○平日1日１時間３０分程度とする。

　ただし、種目の特性や運営内容の性格上どうしても活動

　時間が超過する場合は、部活動顧問と校長で活動時間や

　休養日を検討する。

○大会等を除き、原則8:30～11:30までの3時間とする。

○部活動とスポ少の構成員が同一の場合、部活動とスポ少

　の活動日と活動時間は上記の規定内となるようにする。

○部活動とスポ少の構成員が同一の場合、部活動とスポ少

　の活動日と活動時間は上記の規定内となるようにする。

活

動

日

○練習試合等で外部に出て活動する場合の移動時間は、活動時間に含めない。

そ

の

他

○土日については地域展開に伴い、原則活動を行わない。部

　活動の実施がやむを得ず必要な場合は、管理職および保護

　者の承認を得た上で行うものとする。


